
   前橋市営住宅管理条例の改正について（議案第４８号） 

 

                                建築住宅課  

 

１ 改正の理由 

  市営住宅への入居の促進を図るため、入居者資格を緩和する。 

  

  

２ 内容 

 (1) 市営住宅の入居者資格について、「市内に居住し、又は勤務場所を有する者で

あること。」とする要件を廃止する。 

 (2) 特に居住の安定を図る必要がある身体障害者等の入居収入基準を２５万９，０

００円（現行２１万４，０００円）に引き上げる。 
 

  

  

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 


